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中
国
政
治
の
後
進
性
露
呈
し
た

　
　
第
十
六
回
党
大
会

阿
　
部
　
純
　
一

　
昨
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
中
国
共
産
党
第
十
六
回

大
会
は
、
江
沢
民
の
「
や
り
た
い
放
題
」
の
大
会
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
党
規
約
を
改
正
し
、
中
央
指
導
部

人
事
を
仕
切
り
、
自
ら
も
中
央
軍
事
委
主
席
に
と
ど

ま
っ
て
「
院
政
」
体
制
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
江
沢
民
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
八
九
年
六
月
、
天

安
門
事
件
の
興
奮
も
覚
め
な
い
中
で
開
か
れ
た
中
国
共

産
党
十
三
期
四
中
全
会
で
突
然
、
総
書
記
に
指
名
さ
れ

て
以
来
、
十
三
年
間
に
わ
た
っ
て
「
第
三
世
代
の
核

心
」
と
し
て
中
国
の
経
済
発
展
を
主
導
し
て
き
た
自
負

と
、
こ
れ
か
ら
中
国
が
直
面
す
る
内
政
・
外
交
上
の
課

題
へ
の
責
任
感
、
さ
ら
に
自
ら
の
健
康
へ
の
自
信
が

「
江
沢
民
の
、
江
沢
民
に
よ
る
、
江
沢
民
の
た
め
の
」

党
大
会
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で

は
、
そ
う
し
た
党
大
会
を
振
り
返
り
、
江
沢
民
「
院

政
」
の
も
た
ら
す
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

　
党
大
会
の
結
果
、
江
沢
民
が
主
唱
し
た
「
三
つ
の
代

表
」
論
が
「
重
要
思
想
」
と
し
て
、
毛
沢
東
思
想
、

小
平
理
論
と
並
ん
で
党
規
約
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
の
解

釈
権
を
い
わ
ば
独
占
す
る
立
場
に
あ
る
江
沢
民
の
政
治

　
　
江
沢
民
「
院
政
」
体
制
の
構
築

的
影
響
力
を
担
保
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
江
沢
民
は
ま

た
、
党
中
央
委
員
か
ら
退
き
、
総
書
記
の
ポ
ス
ト
を
胡

錦
濤
に
譲
っ
た
も
の
の
、
み
ず
か
ら
は
ヒ
ラ
の
党
員
の

ま
ま
で
党
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
に
留
任
し
た
。
総
書

記
の
胡
錦
濤
を
同
委
副
主
席
に
と
ど
め
、
自
ら
の
下
位

に
置
く
こ
と
で
政
治
的
優
越
性
を
確
保
し
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
党
中
央
人
事
で
は
、
政
治
局
委
員
二
十
四

名
中
、
江
沢
民
派
が
最
大
十
五
名
（
中
国
共
産
党
に
は

日
本
の
自
民
党
の
よ
う
な
派
閥
リ
ス
ト
は
な
く
、
地

縁
、
学
閥
、
閨
閥
、
過
去
の
ポ
ス
ト
に
お
け
る
上
下
関

係
な
ど
か
ら
類
推
す
る
た
め
、
誤
差
が
生
じ
る
）
、
さ

ら
に
同
常
務
委
員
九
名
中
、
江
沢
民
派
が
最
大
六
名
を

占
め
た
。
い
わ
ば
磐
石
な
「
院
政
」
体
制
の
構
築
で
あ

る
。

　
今
回
の
党
大
会
の
本
来
の
意
義
は
、
今
後
の
十
年
間

の
中
国
政
治
を
指
導
す
る
新
世
代
指
導
部
の
確
立
に

あ
っ
た
。
中
国
で
は
、

小
平
が
「
改
革
・
開
放
」
政

策
を
推
進
す
る
中
で
、
旧
弊
の
「
幹
部
終
身
制
」
を
改

め
、
指
導
部
の
「
世
代
交
代
」
を
強
力
に
推
進
し
た
。

以
来
、
国
流
院
総
理
や
国
家
主
席
な
ど
、
国
家
機
関
の

ポ
ス
ト
は
、
一
期
五
年
で
最
長
二
期
十
年
ま
で
と
す
る

任
期
制
が
定
着
し
た
。
ま
た
党
人
事
で
も
、
一
九
九
七

年
の
第
十
五
回
党
大
会
で
江
沢
民
が
ラ
イ
バ
ル
の
喬
石

（
当
時
・
全
人
代
常
務
委
員
長
＝
国
会
議
長
）
を
追
い

落
と
す
た
め
と
は
い
え
、
政
治
局
常
務
委
員
の
七
十
歳

定
年
制
を
導
入
し
た
。

　
現
在
七
十
六
歳
の
江
沢
民
が
党
総
書
記
の
ポ
ス
ト
を

退
い
た
の
は
、
こ
の
定
年
制
に
よ
る
。
ま
た
今
年
三
月

五
日
に
開
幕
す
る
全
人
代
（
国
会
）
で
、
規
定
に
従
い

国
家
主
席
の
ポ
ス
ト
も
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま

で
保
持
し
て
き
た
三
権
、
す
な
わ
ち
党
（
総
書
記
）
、

国
家
（
主
席
）
、
軍
（
主
席
）
の
う
ち
、
唯
一
明
確
な

定
年
規
定
が
な
か
っ
た
の
が
党
中
央
軍
事
委
主
席
で
あ

り
、
そ
こ
に
居
座
り
を
決
め
こ
ん
だ
の
が
今
回
の
展
開

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
事
実
上
「
世
代
交
代
」
の

先
送
り
に
他
な
ら
な
い
。

　
中
国
の
国
防
を
任
務
と
す
る
人
民
解
放
軍
は
、
事
実

上
国
防
軍
で
あ
り
な
が
ら
「
党
の
軍
隊
」
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
共
産
党
の
指
導
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
が
「
党
が
鉄
砲
を
指
揮
す
る
」
原
則
で
あ

り
、
い
わ
は
中
国
式
の
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
軍
を
指
揮
す
る
最
高

責
任
者
（
統
帥
権
者
）
は
党
中
央
の
ト
ッ
プ
、
す
な
わ

ち
総
書
記
が
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

本
来
な
ら
ば
、
総
書
記
の
胡
錦
濤
が
党
中
央
軍
事
委
主

席
に
座
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
江
沢
民
が
こ
の
ポ
ス
ト
に
居
残
れ
た
の
は
、

小
平
の
前
例
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

小
平
は
、

一
九
八
七
年
の
第
十
三
回
党
大
会
で
中
央
委
員
を
退
き

　
「
党
が
鉄
砲
を
指
揮
す
る
」
原
則
は

　
　
ど
う
な
っ
た
？
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な
が
ら
、
八
九
年
十
一
月
に
そ
の
ポ
ス
ト
を
江
沢
民
に

譲
る
ま
で
党
中
央
軍
事
委
主
席
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か

し

小
平
の
場
合
、
党
十
三
期
一
中
全
会
で
「
重
要
な

決
定
は

小
平
同
志
の
舵
取
り
に
委
ね
る
」
秘
密
決
議

が
あ
っ
た
。
い
わ
ば

小
平
へ
の
全
権
委
任
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

小
平
の
前
例
を
踏
襲
し
た
と
す
れ
ば
、

江
沢
民
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
秘
密
決
議
が
あ
っ
た
と

し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
な
か
っ
た
と
し
た

ら
問
題
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
か
り
に
全
権
委
任
の
「
秘
密
決
議
」
が

あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
で
整
合
性
が
取
れ
る
と
は
い
え

な
い
。
江
沢
民
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
国
家
主
席
の

ポ
ス
ト
に
あ
る
か
ら
表
面
化
し
な
い
が
、
三
月
の
全
人

代
で
こ
の
ポ
ス
ト
が
胡
錦
濤
に
譲
ら
れ
る
こ
と
が
規
定

路
線
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
軍
事
委
主
席
が
党
総

書
記
や
国
家
主
席
よ
り
も
上
位
に
く
る
と
い
う
不
正
常

な
権
力
構
造
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
「
鉄

砲
が
党
を
指
揮
す
る
」
か
た
ち
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

小
平
は
ヒ
ラ
の
党
員
と
し
て
就
任
し
た
中
央
軍
事

委
主
席
の
座
を
二
年
で
江
沢
民
に
譲
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、

小
平
時
代
の
不
正
常
な
権
力
構
造
は
、
ご

く
短
期
間
で
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
江
沢
民
は
こ
の
ポ

ス
ト
を
簡
単
に
手
放
そ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
江
沢
民
に
は

小
平
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
性
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。

小
平
は
、
す
べ
て
の
ポ
ス
ト
を

手
放
し
た
後
の
一
九
九
二
年
春
、
い
わ
ゆ
る
「
南
巡
講

話
」
を
発
し
、
「
改
革
・
開
放
」
の
再
加
速
に
向
け
大

号
令
を
か
け
、
そ
れ
に
消
極
的
な
守
旧
派
の
排
除
に
動

い
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、

小
平
が
「
中
国

の
最
高
実
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
強
く
印
象
付

け
た
の
で
あ
っ
た
。
江
沢
民
に
こ
の
よ
う
な
芸
当
が
で

き
る
か
と
い
え
ば
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
党
理
論
誌
『
求
是
』
（
二
〇
〇
二
年
第

二
十
三
期
）
に
北
京
軍
区
司
令
員
の
朱
啓
中
将
が
書
い

て
い
る
よ
う
に
、
江
沢
民
の
党
中
央
軍
事
委
主
席
留
任

は
「
党
の
重
大
な
政
治
的
選
択
」
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
主
席
留
任
の
正
当
化
と
と
も
に
、
暫
定
的
続
投

で
な
い
こ
と
の
表
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
三
月
に
改
選

さ
れ
る
国
家
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
も
、
江
沢
民
が
引

き
続
き
担
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
任

期
五
年
を
江
沢
民
は
全
う
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
、
党
規
約
に
「
重
要
思
想
」
と
し
て
書
き
加
え

ら
れ
た
「
三
つ
の
代
表
」
論
と
は
、
中
国
共
産
党
が

「
最
も
先
進
的
な
生
産
力
の
発
展
要
求
を
代
表
し
、
最

も
先
進
的
な
文
化
の
前
進
方
向
を
代
表
し
、
そ
し
て
最

も
広
範
な
人
民
の
根
本
的
利
益
を
代
表
す
る
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
の

が
「
最
も
広
範
な
人
民
の
梶
本
的
利
益
」
で
あ
る
。
こ

れ
を
根
拠
に
し
て
、
私
営
企
業
家
の
入
党
が
容
認
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
従
来
、
共
産
党
は
階
級
政
党
で
、
こ
れ
ま
で
の
党
規

約
に
も
「
労
働
者
階
級
の
先
鋒
隊
」
と
明
記
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
で
「
中
国
人
民
と
中
華
民

族
の
先
鋒
隊
」
と
い
う
表
現
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
の
ね

ら
い
は
、
共
産
党
の
階
級
政
党
か
ら
「
国
民
政
党
」
へ

の
脱
皮
で
あ
る
。
市
場
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
、
私
営

企
業
家
階
層
の
党
員
比
率
は
一
九
九
三
年
の
一
三
・
一

％
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
は
二
〇
％
近
く
に
上
昇
し
て
い

る
。
い
わ
ば
現
状
の
追
認
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
社

会
的
新
興
勢
力
を
積
極
的
に
共
産
党
に
取
り
込
む
こ
と

「
三
つ
の
代
表
」
論
は
政
治
改
革
の
先
送
り

で
、
党
の
支
持
基
盤
を
拡
大
・
強
化
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
一
見
、
前
向
き
な
党
の
方
針
転
換
の
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
し
、
裏
を
返
せ
ば
共
産
党
の
一
党
独
裁

体
制
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方
策
で
あ
り
、
経
済
発

展
で
多
様
化
し
た
利
益
集
団
を
、
政
治
的
多
元
化
す
な

わ
ち
複
数
政
党
制
で
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
共
産
党

と
い
う
一
元
的
受
け
皿
だ
け
で
対
処
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
政
治
改
革
の
否
定
な
い
し
は
先
送

り
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　
江
沢
民「
院
政
」は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
党
大
会

前
に
盛
ん
に
言
及
さ
れ
た
、
胡
鋳
濤
ら
を「
第
四
世
代
」

の
指
導
部
と
呼
ぶ
言
い
方
は
す
で
に
姿
を
消
し
た
。

「
第
三
世
代
」の
江
沢
民
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
ま
た
、
江

沢
民
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た「
核
心
」と
い
う
言
葉
も
胡

錦
濤
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
た
だ
「
胡
錦
濤
同
志
を
総
書

記
と
す
る
党
中
央
」
と
称
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
中
国
は
も
と
も
と
「
法
」
で
は
な
く
一
人
の
指
導
者

が
「
法
」
を
超
越
し
て
治
め
る
「
人
治
」
国
家
だ
と
揶

揄
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
中
国
は
「
法
治
」
国
家

を
目
指
し
、
一
九
九
九
年
春
の
全
人
代
で
憲
法
を
改
正

し
て
第
五
条
に
「
中
華
人
民
共
和
国
は
法
律
に
基
づ
い

て
国
を
治
め
る
こ
と
を
実
行
し
、
社
会
主
義
的
法
治
国

家
を
建
設
す
る
」
と
書
き
加
え
た
。

　
今
回
の
党
大
会
は
、
そ
う
し
た
中
国
の
「
法
治
」
と

い
う
課
題
の
実
現
も
先
送
り
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
江
沢
民
「
院
政
」
は
、
ま
さ
に

小
平
以
来
の

「
人
治
」
国
家
へ
の
後
戻
り
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
て
、
中
国
政
治
の
後
進
性
を
見
せ
つ
け
た
の

が
、
こ
の
第
十
六
回
党
大
会
で
あ
っ
た
。

（
あ
べ
じ
ゅ
ん
い
ち
・
（
財
）
霞
山
会
主
任
研
究
員
）
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